
  

協会別表(第 3条関係) 
平成 24年 1 月 24日改定 

番 号 種 目 職 業 資 格 等 の 名 称 主 催 団 体 等 

協 1 計 算 技 術 計 算 技 術 検 定 ２ 級 全 国 工 業 高 等 学 校 長 協 会 

協 2 も の づ く り 高校生ものづくりコンテスト岡山大会 ３位以上 〃 

協 3 
情 報 技 術 

情 報 技 術 検 定 ２ 級 〃 

協 4 （ポケコン技術検定：H19.1.18削除）   

協 5 情 報 処 理 パ ソ コ ン 利 用 技 術 検 定 ２ 級 全 国 工 業 高 等 学 校 長 協 会 

協 6 情 報 技 能 デ ィ ジ タ ル 技 術 検 定 ２ 級 実 務 技 能 検 定 協 会 

協 7 マ イ コ ン ﾏ ｲ ｸ ﾛ ｺ ﾝ ﾋ ﾟ ｭ ｰ ﾀ 応用 ｼ ｽ ﾃ ﾑ開発技術者試験 初 級 日 本 情 報 処 理 開 発 協 会 

協 8 溶 接 溶 接 技 能 者 評 価 試 験 基本級以上 日 本 溶 接 協 会 

協 9 危 険 物 危 険 物 取 扱 者 乙 種 都 道 府 県 

協 10 火 薬 類 火 薬 類 取 扱 保 安 責 任 者 甲・乙種 経 済 産 業 省 

協 11 ボ イ ラ ー ボ イ ラ ー 技 士 ２ 級 労 働 基 準 局 

協 12 ト レ ー ス ト レ ー ス 技 能 検 定 ３ 級 実 務 技 能 検 定 協 会 

協 13 
通 信 工 事 工 事 担 任 者 

Ａ Ｉ ３ 種 総 務 省 

協 14 Ｄ Ｄ ３ 種 総 務 省 

協 15 
電 気 工 事 電 気 工 事 士 

第 一 種 経 済 産 業 省 

協 16 第 二 種 〃 

協 17 測量技術競技 ※ 測 量 技 術 競 技 会 最 優 秀 岡山県高等学校工業教育協会 

協 18 公 害 防 止 公 害 防 止 管 理 者 ( 粉 塵 関 係 )  経 済 産 業 省 

協 19 織 物 設 計 織 物 設 計 検 定 ３ 級 日 本 織 物 工 業 教 育 研 究 会 

協 20 染 色 染 色 検 定 ３ 級 〃 

協 21 レ タ リ ン グ レ タ リ ン グ 技 能 検 定 ３ 級 実 務 技 能 検 定 協 会 

協 22 消 防 設 備 消 防 設 備 士 乙 種 都 道 府 県 

協 23 放 射 線 
ガ ン マ ー 線 透 過 写 真 撮 影 作 業 
主 任 者 

 労 働 基 準 局 

協 24 設 備 管 理 設 備 管 理 士  日本プラントメンテナンス協会 

協 25 建築設計製図競技 ※ 建 築 設 計 製 図 競 技 会 優秀以上 岡山県高等学校工業教育協会 

協 26 木 造 建 築 （木造建築士： H 23 .1.2 6 削除）   

協 27 建 築 施 工 2 級建築施工管理技術検定試験  （財）建 設 業 振 興 基 金 

協 28 土 木 施 工 2 級土木施工管理技術検定試験  （財）全国建設研修センター 

協 29 電気工事施工 2 級電気工事施工管理技術検定試験  （財）建 設 業 振 興 基 金 

協 30 管 工 事 施 工 2 級管工事施工管理技術検定試験  （財）全国建設研修センター 

協 31 製図コンテスト 中 国 地 区 製 図 コ ン テ ス ト 最 優 秀 中国地区工業教育研究会土木部会 

協 32 イ ン テ リ ア ※ 内 装 士 ２ 級 職業訓練法人日本内装士協会 

協 33 イ ン テ リ ア イ ン テ リ ア 設 計 士 ２ 級 日本室内装備設計技術協会 

協 34 
デ ザ イ ン 

※ 県 内 高 校 生 ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ ｺ ﾝ ｸ ｰ ﾙ 最 優 秀 岡 山 県 

協 35 ※ 全 国 高 校 生 ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ ｺ ﾝ ｸ ｰ ﾙ 
４位以下 
６位以上 

各 省 庁 

協 36 ワードプロセッサ 日 本 語 文 書 処 理 技 能 検 定 ２ 級 日 本 商 工 会 議 所 

協 37 

画像処理技術 

C G 検 定 ２ 級 

画 像 情 報 教 育 振 興 協 会 協 38 画 像 処 理 検 定 ２ 級 

協 39 マ ル チ メ デ ィ ア 検 定 ２ 級 

協 40 工 業 英 検 工 業 英 語 能 力 検 定 ４ 級 日 本 工 業 英 語 協 会 

協 41 自 動 車 整 備 自 動 車 整 備 士 ３ 級 国 土 交 通 省 

協 42 技 能 技 能 士 ３ 級 職 業 能 力 開 発 協 会 

協 43 デ ザ イ ン ｸ ﾞ ﾗ ﾌ ｨ ｯ ｸ ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ 検 定 ３級以上 全 国 工 業 高 等 学 校 長 協 会 

注①同一種目の欄に記載された職業資格等を複数取得した場合でも一種目として扱う。ただし，協 42は除く。 

 ②※は岡山県高等学校工業教育協会で設定した職業資格等の名称である。 


